
木曽のみなさんへ 新型コロナウイルス感染症に
ついて木曽保健所からのお願い 

令和２年３月１８日 

 

 

新型コロナかな？ と疑われる以下の症状がある方は、いきなり医療機

関を受診せずに、まず保健所に電話で相談してください。 

専用電話 ⇒ 電話番号 026４-25-2233 

・風邪の症状や３７．５℃以上の発熱が４日以上続いている方 

（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます） 

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方

※ご高齢の方、糖尿病・心不全・呼吸器疾患がある方、透析を受けている方、免

疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方は、重症化しやすいため上記の症状

が２日程度続く場合はご相談ください。 

※妊婦の方は念のため早めにご相談ください。 

・風邪の症状や発熱があり、新型コロナウイルス感染症の発生している国

や地域から帰国・入国された方、またはそれらの方と濃厚接触した可能

性がある方 

電話では、次のことをお尋ねしますので、順序立ててお答えください。 

○いつからどんな症状が出て、どう変化してきましたか？ 

○症状が出る２週間以内に海外や県外に行きましたか？ 

○感染が疑われる方と接触したことがありますか？ 

相談の結果、新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合、帰国者・接

触者外来を設置する医療機関を受診していただけるよう調整します。 

今の時期は、インフルエンザなど他の感染症も流行していますので、外

出は感染するリスクを高めます。症状が軽い場合は、ご自宅で静養いた

だくとともに、症状がさらに進むようでしたら保健所へご相談くださ

い。保健所に連絡できない場合は、役場住民課でも結構です。 
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